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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれが親局と当該親局から通知される帯域情報に基づいて通信を行う子局とで構成
される複数の通信システムのうちの１つの通信システムに用いられる親局であって、
　他の通信システムの親局とパケットの送受信を行う送受信部と、
　通信帯域を複数の領域に分割して、前記複数の通信システムの親局のそれぞれがビーコ
ンパケットを送信するビーコン領域と、前記複数の通信システムの親局及び子局が競合に
よりアクセス権を取得して通信を行うＣＳＭＡ（キャリアセンスマルチアクセス）領域と
、自通信システムに割り当てられた帯域保証領域とを設定し、前記ビーコン領域及び前記
ＣＳＭＡ領域は他の通信システムと同じ領域に割り当てる制御部とを含む、親局。
【請求項２】
　前記送受信部は、前記ＣＳＭＡ領域において前記他の通信システムの親局から、前記他
の通信システムにおいて子局からの帯域要求が許可されたか否かを示す情報を含んだパケ
ットを受信し、
　前記制御部は、前記受信されたパケットに含まれる情報に基づいて、前記自通信システ
ムに割り当てられた帯域保証領域を変更することを特徴とする、請求項１に記載の親局。
【請求項３】
　前記自通信システムに割り当てられた帯域保証領域と他の通信システムに割り当てられ
た帯域保証領域とは、時分割で割り当てられていることを特徴とする、請求項１に記載の
親局。
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【請求項４】
　前記自通信システムに割り当てられた帯域保証領域と他の通信システムに割り当てられ
た帯域保証領域とは、周波数分割で割り当てられていることを特徴とする、請求項１に記
載の親局。
【請求項５】
　それぞれが親局と当該親局から通知される帯域情報に基づいて通信を行う子局とで構成
される複数の通信システムのうちの１つの通信システムに用いられる親局が実行するアク
セス制御方法であって、
　他の通信システムの親局とパケットの送受信を行い、
　通信帯域を複数の領域に分割して、前記複数の通信システムの親局のそれぞれがビーコ
ンパケットを送信するビーコン領域と、前記複数の通信システムの親局及び子局が競合に
よりアクセス権を取得して通信を行うＣＳＭＡ（キャリアセンスマルチアクセス）領域と
、自通信システムに割り当てられた帯域保証領域とを設定し、前記ビーコン領域及び前記
ＣＳＭＡ領域は他の通信システムと同じ領域に割り当てる、アクセス制御方法。
【請求項６】
　前記ＣＳＭＡ領域において前記他の通信システムの親局から、前記他の通信システムに
おいて子局からの帯域要求が許可されたか否かを示す情報を含んだパケットを受信すると
、当該受信したパケットに含まれる情報に基づいて、前記自通信システムに割り当てられ
た帯域保証領域を変更することを特徴とする、請求項５に記載のアクセス制御方法。
【請求項７】
　前記自通信システムに割り当てられた帯域保証領域と他の通信システムに割り当てられ
た帯域保証領域とは、時分割で割り当てられていることを特徴とする、請求項５に記載の
アクセス制御方法。
【請求項８】
　前記自通信システムに割り当てられた帯域保証領域と他の通信システムに割り当てられ
た帯域保証領域とは、周波数分割で割り当てられていることを特徴とする、請求項５に記
載のアクセス制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信システムの親局及びアクセス制御方法に関し、より特定的には、同一の
チャネルを共有する複数の通信システムに用いられ、複数の通信システム間の干渉発生を
防止するアクセス制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、同一のチャネルを共有する複数の通信システム間で生じる干渉を軽減させる技術
として、送信電力制御を用いて干渉波の影響を軽減させるアクセス制御方法が存在する（
特許文献１や特許文献２を参照）。
【０００３】
　特許文献１には、基地局に減衰器を設けて信号電力と干渉電力とを減衰させ、その一方
で受信機に入力される無線信号の電力レベルが基準レベルになるように、端末局の送信機
の送信パワーで保証する方法が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、干渉電波を検出した基地局が構内通信網経由で干渉電波を送信
している他の基地局に対して干渉情報を通知し、通知された他の基地局がその干渉情報に
基づいて送信電力を低下させるという方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－１９８８３４号公報
【特許文献２】特開２００３－３７５５６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００５】
　しかしながら、上述した通信システムが電力線通信システムのような場合、電力線伝送
路の特性として、ネットワークに接続された機器構成によって、自己の通信システム内の
信号減衰量が他の通信システムへ干渉を及ぼす信号減衰量よりも大きく上回る場合がある
。つまり、特許文献１や特許文献２を電力線通信システムに適用する場合、通信システム
間の干渉を電力制御で行うと、機器構成によっては信号強度が低下してシステム内で機器
通信ができなくなる機器が発生する恐れがある。また、無線通信の場合においても、遮蔽
物による信号強度の減衰により、物理的な距離は近いが信号強度が急激に低下するという
同様の現象が起こり得る。
【０００６】
　上記従来の構成では、送信電力制御によって自己の通信システム内の通信品質を維持し
ながら他の通信システムへの干渉を抑圧することが不可能となる。このため、通信システ
ム間の干渉による各通信システムのスループットが大幅に劣化すると共に、通信帯域の制
御を行うことが困難であるという課題を有していた。
【０００７】
　それ故に、本発明の目的は、同一のチャネルを共有する複数の通信システムにおいて、
送信電力制御を行うことなく、簡易に通信システム間の干渉を回避しかつ各通信システム
の通信帯域のＱｏＳ保証を可能にする親局及びアクセス制御方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、少なくとも１つの子局と子局を管理する親局とで構成される通信システムが
、同一のチャネルを共有して複数存在するシステム環境において、各通信システムに用い
られる親局に向けられている。そして、上記課題を解決するために、本発明の親局は、通
信部、取得部及び判断部を備えている。
【０００９】
　通信部は、全ての親局がビーコンパケットを競合して送信するビーコン領域と、許可さ
れた特定の局だけが時分割又は周波数分割で割り当てられた通信帯域を用いてアクセス可
能な時分割多元接続（ＴＤＭＡ）領域又は周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）領域と、全て
の局が競合してアクセス可能なキャリアセンスマルチアクセス（ＣＳＭＡ）領域とに、通
信帯域を区分して、周期的に繰り返して通信する。取得部は、他の通信システムにおける
通信帯域又は周波数帯域の使用状況を取得する。判断部は、取得部が取得した通信帯域又
は周波数帯域の使用状況に基づいて、ＴＤＭＡ領域又はＦＤＭＡ領域において自己の通信
システムが使用できる通信帯域又は周波数帯域を算出し、この算出した通信帯域又は周波
数帯域に応じて、子局から要求されている通信の許可／不許可を判断する。
【００１０】
　典型的には、取得部は、ＣＳＭＡ領域を使用した他の親局と情報交換によって、他の通
信システムにおける通信帯域又は周波数帯域の使用状況を取得してもよいし、ビーコン領
域において受信する他の親局のビーコンパケットから、他の通信システムにおける通信帯
域又は周波数帯域の使用状況を取得してもよい。
　また、判断部は、通信が相互に干渉しない複数の子局からの要求に対して、同一の分割
時間を使用した通信の許可を判断すれば、通信帯域を有効に活用することができる。
【００１１】
　特に、区分された領域がＴＤＭＡ領域である場合には、ＴＤＭＡ領域とＣＳＭＡ領域と
の区分比率が、特定の局が必要とする合計通信帯域に応じて動的に変化することが好まし
い。
　一方、区分された領域がＦＤＭＡ領域である場合、判断部は、子局からの要求に対して
、ＦＤＭＡ領域において未使用の周波数帯域を用いた通信を許可することが望ましい。ま
た、通信帯域が、複数のサブキャリアからなるマルチキャリア通信方式によって周波数分
割されていれば、サブキャリアの使用数が、特定の局が必要とする合計周波数帯域に応じ
て動的に変化すれば効果的である。
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【００１２】
　上述した親局の各構成が行うそれぞれの処理は、一連の処理手順を与えるアクセス制御
方法として捉えることができる。この方法は、一連の処理手順をコンピュータに実行させ
るためのプログラムの形式で提供される。このプログラムは、コンピュータ読み取り可能
な記録媒体に記録された形態で、コンピュータに導入されてもよい。また、上述した親局
の各構成は、集積回路であるＬＳＩとして実現されてもよい。
【発明の効果】
【００１３】
　上記のように、本発明によれば、通信帯域をビーコン領域と、帯域保証されたＴＤＭＡ
領域又はＦＤＭＡ領域と、ＣＳＭＡ領域との３つに区分し、ＴＤＭＡ領域又はＦＤＭＡ領
域における割り当てを各通信システムの使用通信帯域の情報に基づいて決定する。これに
より、複数の通信システムが同一のチャネルを共有する場合であっても、送信電力制御を
行うことなく簡易に通信システム間の干渉を回避しかつ各通信システムの通信帯域のＱｏ
Ｓを保証することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に述べる。
　図１は、本発明が適用される通信システム環境の一例を示した図である。図１では、３
つの通信システム１１～１３が、相互に干渉して存在する環境を例示している。通信シス
テム１１は、親局１１１及び子局１１２で構成され、通信システム１２は、親局１２１、
子局１２２及び子局１２３から構成され、通信システム１３は、親局１３１、子局１３２
及び子局１３３から構成されている。
【００１５】
　それぞれの親局及び子局は、図２に示すように、帯域管理部２１、制御部２２、データ
バッファ部２３、データ送受信部２４、時刻タイマ部２５、及び上位インタフェース部２
６を備える。帯域管理部２１は、通信帯域に関する様々な情報を管理する。制御部２２は
、局全体の制御を司る。データバッファ部２３は、各種パケットを一時的に格納する。デ
ータ送受信部２４は、データバッファ部２３に格納されたパケットを送信したり、受信し
たパケットをデータバッファ部２３に格納させたりする。時刻タイマ部２５は、局のデー
タ送受信に関する時刻を管理する。上位インタフェース部２６は、例えば上位ホストとの
インタフェースや、ブリッジ形態のように他のメディア（通信システム等）とのインタフ
ェース等である。帯域管理部２１と制御部２２と時刻タイマ部２５とによって、判断部が
構成される。また、データバッファ部２３とデータ送受信部２４とによって、取得部が構
成される。さらに、制御部２２とデータ送受信部２４とによって、通信部が構成される。
【００１６】
　本発明では、通信システム１１～１３が使用する通信帯域が、ビーコン領域、帯域保証
領域及びＣＳＭＡ領域の３つの領域に予め区分されている。ビーコン領域は、全ての親局
がビーコンパケットを競合して送信する区間である。帯域保証領域は、許可された特定の
局だけが予め割り当てられた帯域を使用してアクセス可能な区間である。本発明では、時
分割多元接続（ＴＤＭＡ）及び周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）を説明する。ＣＳＭＡ領
域は、キャリアセンスを利用して全ての局が競合してアクセス可能な区間である。この３
つの領域は、周期的に繰り返される（図３を参照）。
【００１７】
　親局１１１、親局１２１及び親局１３１は、時刻タイマ部２５によってビーコン領域、
帯域保証領域及びＣＳＭＡ領域を管理している。典型的には、この３つの領域の割り当て
時間を与えるシステム情報は、ビーコンパケットに格納されて送信される。
　上記構成による親局及び子局を用いたアクセス制御方法を、以下に説明する。
【００１８】
　（第１の実施形態）
　図４は、本発明の第１の実施形態に係るアクセス制御方法を説明するためのタイミング
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チャートである。この第１の実施形態に係るアクセス制御方法では、通信帯域が、ビーコ
ン領域、時分割によって使用する通信帯域を割り当てるＴＤＭＡ領域（以下、Ｄｙｎａｍ
ｉｃ－ＴＤＭＡ領域と記す）及びＣＳＭＡ領域の３つの領域に予め区分されている。Ｄｙ
ｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域とＣＳＭＡ領域との区分比率は一定でなくてもよく、Ｄｙｎａ
ｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域での通信が許可された特定の局が必要とする合計通信帯域幅に応じ
て、この区分比率を動的に変更することが可能である。
【００１９】
　まず、親局１１１、１２１及び１３１は、ビーコン領域の開始時刻になると、それぞれ
予め割り当てられた送信スロットで、自己のビーコンパケットを送信する。図４の例では
、通信システム１１、１２及び１３の親局１１１、１２１及び１３１が、順にビーコンパ
ケット４０１、４０６及び４１０を送信している。このビーコンパケットには、時刻タイ
マに基づいたビーコンパケットの送信時刻、ビーコン領域の開始時刻、Ｄｙｎａｍｉｃ－
ＴＤＭＡ領域の開始時刻、及びＣＳＭＡ領域の開始時刻等が、システム情報として含まれ
る。
【００２０】
　なお、各親局のビーコンパケット送信タイミングの決定方法としては、通信システムの
起動順に送信スロットを固定する方法が最も簡単である。この起動順の認識は、親局を有
線バックボーンで接続する方法や、ＣＳＭＡ領域において他の通信システムに起動した旨
を通知する方法等によって、実現することができる。また、ビーコン領域において、Ｓｌ
ｏｔｅｄＡＬＯＨＡ方式やＣＳＭＡ方式等のランダムアクセス方式を用いて、通信システ
ム間で競合して送信することも可能である。但し、ランダムアクセス方式を用いる場合に
はビーコンを送信できない場合が存在するため、親局及び子局共にシステム同期保護機能
を有する必要がある。
【００２１】
　次に、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域において、各通信システムが使用可能な通信帯域
（通信時間）を動的に割り当てる方法を、図５を用いて説明する。
　各親局１１１、１２１及び１３１は、データ送受信部２４を介して他の親局からビーコ
ンパケットを受信すると（ステップＳ５０１）、ビーコンパケットをデータバッファ部２
３に一時的に格納する。そして、各親局１１１、１２１及び１３１の制御部２２は、デー
タバッファ部２３に格納されたビーコンパケットから、ビーコン領域、自己の通信システ
ムに割り当てられたＤｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域、ＣＳＭＡ領域の開始時刻、及び各領
域の割り当て時間等の帯域情報を取り出して、帯域管理部２１に保持する（ステップＳ５
０２）。この帯域情報から、各親局１１１、１２１及び１３１は、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＴＤ
ＭＡ領域において、要求を受け付けた各局がどのタイミングで通信可能なのかを認識でき
る。
【００２２】
　次に、各親局１１１、１２１及び１３１は、自己の通信システム内で新たな要求が発生
しているか否かを判断する（ステップＳ５０３）。新たな要求が発生している場合、各親
局１１１、１２１及び１３１は、保持された帯域情報に基づいて自己の通信システムで使
用可能な通信帯域を新たに算出し、現在自己の通信システムが使用している通信帯域及び
新たな要求の通信帯域の合計値と比較する（ステップＳ５０４）。そして、親局１１１及
び親局１３１は、比較の結果、合計値の方が小さければ新たな要求を許可する（ステップ
Ｓ５０５）。一方、合計値の方が大きければ、親局１１１及び親局１３１は、すでに帯域
が割り当て済みの通信の中で、新たな要求による通信と干渉しない帯域があるかどうかを
確認する（ステップＳ５０７）。
【００２３】
　これは、複数の通信システムが干渉するような場合でも、部分的に捉えれば干渉による
影響が生じないエリアがあることを、有効に利用したものである。図１の例では、新たな
要求が子局１３２と子局１３３との間の通信であった場合、子局１２２と子局１２３との
間の通信に何ら干渉を与えることはない。よって、すでに子局１２２と子局１２３との間
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の通信に割り当てられている帯域と同じ帯域で、この新たな要求を許可することができる
のである。典型的には、各親局が、自己の通信システムに属する各子局が他のどの局から
送信されたパケットを受信しているかを収集する。どの局から送信されたパケットかは、
アドレス等で判断すればよい。
【００２４】
　このように、新たな要求による通信と相互に干渉しない帯域がある場合、親局１１１及
び親局１３１は、この新たな要求を許可する（ステップＳ５０５）。一方、新たな要求に
よる通信と干渉しない帯域がない場合、親局１１１及び親局１３１は、この新たな要求を
不許可にする（ステップＳ５０６）。
【００２５】
　ここで、ステップＳ５０４で行われる、他の通信システムが使用している通信帯域に基
づいて自己の通信システムで使用可能な通信帯域を算出する手法を、具体例で説明する。
例えば、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域における最大帯域が３０Ｍｂｐｓであり、他の通
信システムが使用している通信帯域の合計が６Ｍｂｐｓである場合において、ＭＡＣ（Ｍ
ｅｄｉｕｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）効率を０．６５と、再送等の冗長帯域分（
マージン分）を２０％確保するものとする。よって、この場合には、全ての通信システム
で使用可能な総通信帯域は、１５．６Ｍｂｐｓ（＝３０×０．６５×０．８）となる。従
って、自己の通信システムで使用可能な通信帯域は、９．６Ｍｂｐｓ（＝１５．６－６．
０）と算出される。よって、この例では、新たな要求の通信帯域が９．６Ｍｂｐｓ以下で
あれば、その要求が許可されることになる。
【００２６】
　他の通信システムが使用している通信帯域の情報の取得方法は、上述したビーコン領域
を利用する手法以外にも、次のようなＣＳＭＡ領域を利用する手法が考えられる。この手
法を図６及び図７を用いて説明する。
【００２７】
　例えば、子局１２２がＱｏＳを確保する必要が生じた場合、子局１２２は、同一通信シ
ステムの親局１２１に向けてＱｏＳリクエストパケット６１１を送信する（ステップＳ７
０１）。このパケット６１１をデータ送受信部２４を介して受信した親局１２１は、パケ
ット６１１内の情報（要求した子局１２２のアドレス、要求帯域幅等のパラメータ）をデ
ータバッファ部２３に一時的に格納する。そして、親局１２１の制御部２２は、データバ
ッファ部２３に格納されているビーコンパケットによって周囲にあることをすでに認識し
ている親局１１１及び親局１３１に対し、ステータスリクエストパケット６１２及び６１
４をそれぞれ送信する（ステップＳ７０２）。具体的には、親局１２１の制御部２２が、
パケット６１２及び６１４をデータバッファ部２３内に生成し、データ送受信部２４を介
して親局１１１及び親局１３１へ送信する。
【００２８】
　パケット６１２及び６１４を受信した親局１１１及び親局１３１のデータ送受信部２４
は、パケットをデータバッファ部２３に格納する。そして、親局１１１及び親局１３１の
制御部２２は、帯域管理部２１が保持している使用通信帯域の情報を含むステータスリプ
ライパケット６１３及び６１５を、親局１２１に送信する。具体的には、親局１１１及び
親局１３１の制御部２２が、パケット６１３及び６１５をデータバッファ部２３内に生成
し、データ送受信部２４を介して親局１２１へ送信する。
【００２９】
　親局１１１及び親局１３１からパケット６１３及び６１５を受信すると（ステップＳ７
０３）、親局１２１の制御部２２は、パケットに含まれる使用通信帯域の情報と、上述し
たＤｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域の最大帯域及びマージン分に基づいて、子局１２２から
の要求を許可できるか否かを判断する（ステップＳ７０４）。また、親局１２１の制御部
２２は、すでに帯域が割り当て済みの通信の中で、新たな要求による通信と干渉しない帯
域があるかどうかを確認する（ステップＳ７０７）。そして、親局１２１の制御部２２は
、上記判断及び確認結果に基づいて、要求許可又は要求不許可を含んだＱｏＳリプライパ
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ケット６１６をデータバッファ部２３に生成し、データ送受信部２４を介して子局１２２
へ送信する（ステップＳ７０５、Ｓ７０６）。これと同時に、親局１２１の制御部２２は
、帯域管理部２１で管理されている帯域情報を更新する。
【００３０】
　要求許可である場合には、親局１２１が、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域内のどのタイ
ミングで送信を許可したのかを示す帯域情報を、ビーコンパケットに載せて子局１２２に
送信する。子局１２２は、受信したビーコンパケットの帯域情報の更新を制御部２２で検
出して、指定された送信タイミングでデータを送信する。これにより、他の局と競合する
ことなくデータを送信することができる。
【００３１】
　また、この子局１２２に対する要求許可又は要求不許可の結果は、ＱｏＳ変更通知パケ
ット６１７及び６１８を送信することで、他の親局１１１及び１３１にそれぞれ通知され
る。なお、他の親局１１１及び１３１は、パケット６１７及び６１８の受信によって自己
の通信システムが使用するＤｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域の開始時刻を変更する必要が生
じた場合には、帯域管理部２１で管理されている帯域情報を更新する。
【００３２】
　そして、要求許可のパケット６１６を受信した子局１２２の制御部２２は、Ｄｙｎａｍ
ｉｃ－ＴＤＭＡ領域において、所定の通信帯域を用いてデータパケットを送信し、データ
パケットを受信できた受信側は、応答パケットを返送する。
【００３３】
　なお、上記第１の実施形態では、各通信システムが、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域内
に割り当てられた帯域を、局毎にさらに時分割してパケット送信（パケット４０２とパケ
ット４０３等）を行っている。しかし、この時分割に代えて、周波数分割や符号分割等の
他の多元接続方式を適用してもよい。また、上記第１の実施形態では、Ｄｙｎａｍｉｃ－
ＴＤＭＡ領域を通信システム単位で時分割している場合を説明したが、帯域要求を送信し
てきた局単位で時分割しても構わない。さらに、上記第１の実施形態では、帯域情報とし
て所望レートを通知する場合を説明したが、メディア状態も加味して所望レートを満たす
ために必要な所望送信時間を通知してもよい。
【００３４】
　（第２の実施形態）
　図８は、本発明の第２の実施形態に係るアクセス制御方法を説明するためのタイミング
チャートである。この第２の実施形態に係るアクセス制御方法では、通信帯域が、ビーコ
ン領域、周波数分割によって使用する通信帯域を割り当てるＦＤＭＡ領域（以下、Ｄｙｎ
ａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域と記す）及びＣＳＭＡ領域の３つの領域に予め区分されている。
【００３５】
　まず、親局１１１、１２１及び１３１は、ビーコン領域の開始時刻になると、それぞれ
予め割り当てられた送信スロットで、自己のビーコンパケットを送信する。図８の例では
、通信システム１１、１２及び１３の親局１１１、１２１及び１３１が、順にビーコンパ
ケット８０１、８０６及び８１０を送信している。このビーコンパケットには、時刻タイ
マに基づいたビーコンパケットの送信時刻、ビーコン領域の開始時刻、Ｄｙｎａｍｉｃ－
ＦＤＭＡ領域の開始時刻、及びＣＳＭＡ領域の開始時刻等が、システム情報として含まれ
る。なお、各親局のビーコンパケット送信タイミングの決定方法は、上記第１の実施形態
で説明した通りである。
【００３６】
　次に、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域において、各通信システムが使用可能な通信帯域
（周波数帯域幅）を動的に割り当てる方法を説明する。なお、以下の説明では、各通信シ
ステムで利用可能な周波数帯域幅では、狭帯域の複数のサブキャリアを用いて通信が行わ
れるマルチキャリア通信方式が採用されているものとする。また、一例として、サブキャ
リア番号１～４００が付加された４００本のサブキャリアを使用したＯＦＤＭ方式を採用
するものとする。
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【００３７】
　各親局１１１、１２１及び１３１は、データ送受信部２４を介して他の親局からビーコ
ンパケットを受信すると、ビーコンパケットをデータバッファ部２３に一時的に格納する
。そして、各親局１１１、１２１及び１３１の制御部２２は、データバッファ部２３に格
納されたビーコンパケットから、ビーコン領域、自己の通信システムに割り当てられたＤ
ｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域、ＣＳＭＡ領域の開始時刻、及び各領域の割り当て時間等の
帯域情報を取り出して、帯域管理部２１に保持する。この帯域情報から、各親局１１１、
１２１及び１３１は、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域において、要求を受け付けた各局が
どの周波数帯域を用いて通信可能なのかを認識できる。
【００３８】
　次に、各親局１１１、１２１及び１３１は、自己の通信システム内で新たな要求が発生
しているか否かを判断する。新たな要求が発生している場合、各親局１１１、１２１及び
１３１は、保持された帯域情報に基づいて自己の通信システムで使用可能な周波数帯域幅
、すなわちサブキャリアを確認し、新たな要求に使用できるサブキャリアが存在するか否
かを判断する。そして、親局１１１及び親局１３１は、判断の結果、サブキャリアが存在
すれば新たな要求を許可する。一方、サブキャリアが存在しなければ、親局１１１及び親
局１３１は、すでに割り当て済みのサブキャリアの中で、新たな要求による通信と干渉し
ないサブキャリアがあるかどうかを確認する。この干渉による影響の判断は、上述した理
由の通りである。
【００３９】
　ここで、他の通信システムが使用している通信帯域に基づいて自己の通信システムで使
用可能な通信帯域を算出する手法を、具体例で説明する。例えば、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＦＤ
ＭＡ領域における最大帯域が４０Ｍｂｐｓであり、他の通信システムが使用している通信
帯域の合計が６Ｍｂｐｓ、かつ番号３００～４００のサブキャリアが使用中であることが
わかったとする。また、再送やサブキャリア毎の周波数特性に依存する効率の相違を吸収
するためのマージンを、４０％確保するものとする。よって、この場合には、全ての通信
システムで使用可能な総通信帯域は、２４Ｍｂｐｓ（＝４０×０．６）となる。従って、
自己の通信システムで使用可能な通信帯域は１８Ｍｂｐｓ（＝２４－６．０）及び番号１
～２９９のサブキャリアと算出される。よって、この例では、新たな要求の通信帯域が１
８Ｍｂｐｓ以下であれば、その要求が許可されることになる。
【００４０】
　他の通信システムが使用している通信帯域の情報の取得方法は、上述したビーコン領域
を利用する手法以外にも、第１の実施形態と同様に、次のようなＣＳＭＡ領域を利用する
手法が考えられる。処理手順は、図７に準ずる。
【００４１】
　例えば、子局１２２がＱｏＳを確保する必要が生じた場合、子局１２２は、同一通信シ
ステムの親局１２１に向けてＱｏＳリクエストパケットを送信する。このパケットをデー
タ送受信部２４を介して受信した親局１２１は、パケット内の情報（要求した子局１２２
のアドレス、要求帯域幅等のパラメータ）をデータバッファ部２３に一時的に格納する。
そして、親局１２１の制御部２２は、データバッファ部２３に格納されているビーコンパ
ケットによって周囲にあることをすでに認識している親局１１１及び親局１３１に対し、
ステータスリクエストパケットをそれぞれ送信する。
【００４２】
　パケットを受信した親局１１１及び親局１３１のデータ送受信部２４は、パケットをデ
ータバッファ部２３に格納する。そして、親局１１１及び親局１３１の制御部２２は、帯
域管理部２１が保持している使用通信帯域の情報を含むステータスリプライパケットを、
親局１２１に送信する。このステータスリプライパケットには、親局１１１及び親局１３
１の通信システムにおいて要求されている必要最低帯域情報や使用サブキャリア番号等が
含まれる。
【００４３】
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　親局１１１及び親局１３１からパケットを受信すると、親局１２１の制御部２２は、パ
ケットに含まれる使用通信帯域の情報と、上述したＤｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域の最大
帯域及びマージン分に基づいて、子局１２２からの要求を許可できるか否かを判断する。
また、親局１２１の制御部２２は、すでに帯域が割り当て済みの通信の中で、新たな要求
による通信と干渉しない帯域があるかどうかを確認する。そして、親局１２１の制御部２
２は、上記判断及び確認結果に基づいて、要求許可又は要求不許可を含んだＱｏＳリプラ
イパケットをデータバッファ部２３に生成し、データ送受信部２４を介して子局１２２へ
送信する。これと同時に、親局１２１の制御部２２は、帯域管理部２１で管理されている
帯域情報を更新する。
【００４４】
　要求許可である場合には、親局１２１が、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域内のどのサブ
キャリア番号かつタイミングで送信を許可したのかを示す帯域情報を、ビーコンパケット
に載せて子局１２２に送信する。子局１２２は、受信したビーコンパケットの帯域情報の
更新を制御部２２で検出して、指定されたサブキャリア及び送信タイミングでデータを送
信する。これにより、他の局と競合することなくデータを送信することができる。
【００４５】
　また、この子局１２２に対する要求許可又は要求不許可の結果は、ＱｏＳ変更通知パケ
ットを送信することで、他の親局１１１及び１３１にそれぞれ通知される。なお、他の親
局１１１及び１３１は、パケットの受信によって自己の通信システムが使用するＤｙｎａ
ｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域の使用サブキャリア番号情報を変更する必要が生じた場合には、帯
域管理部２１で管理されている帯域情報を更新する。
【００４６】
　そして、要求許可のパケット６１６を受信した子局１２２の制御部２２は、Ｄｙｎａｍ
ｉｃ－ＦＤＭＡ領域において、所定の通信帯域を用いてデータパケットを送信し、データ
パケットを受信できた受信側は、応答パケットを返送する。
【００４７】
　なお、上記第２の実施形態では、各通信システムが、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域内
に割り当てられたサブキャリアを、局毎にさらに時分割してパケット送信（パケット８０
２とパケット８０３等）を行っている。しかし、この時分割に代えて、周波数分割や符号
分割等の他の多元接続方式を適用してもよい。特に、周波数分割方式を用いると、局単位
で通信帯域を割り当てる場合に必要となる情報が使用サブキャリア番号のみとなり、制御
パケットのオーバヘッドの削減ができる。また、Ｄｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域で帯域割
り当てがされていない通信システム内では、使用していないサブキャリアを用いてランダ
ムアクセス方式で通信を行うことも可能である。
【００４８】
　以上のように、本発明のアクセス制御方法によれば、通信帯域をビーコン領域、帯域保
証領域及びＣＳＭＡ領域の３つに区分し、帯域保証領域における割り当てを各通信システ
ムの使用通信帯域の情報に基づいて決定する。これにより、複数の通信システムが同一の
チャネルを共有する場合であっても、送信電力制御を行うことなく簡易に通信システム間
の干渉を回避しかつ各通信システムの通信帯域のＱｏＳを保証することができる。
【００４９】
　なお、上記第１の実施形態で説明したＤｙｎａｍｉｃ－ＴＤＭＡ領域を用いた手法と、
第２の実施形態で説明したＤｙｎａｍｉｃ－ＦＤＭＡ領域を用いた手法とを、組み合わせ
て用いてもよい。時間及び周波数の両方向で帯域割り当てを行うことにより、各通信シス
テム内の時間特性及び周波数特性に柔軟なシステムの構築が可能となる。
【００５０】
　なお、上記した各実施形態は、記憶装置（ＲＯＭ、ＲＡＭ、ハードディスク等）に格納
された上述した処理手順を実行可能な所定のプログラムデータが、ＣＰＵによって解釈実
行されることで実現される。この場合、プログラムデータは、記録媒体を介して記憶装置
内に導入されてもよいし、記録媒体上から直接実行されてもよい。なお、記録媒体は、Ｒ
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ＯＭやＲＡＭやフラッシュメモリ等の半導体メモリ、フレキシブルディスクやハードディ
スク等の磁気ディスクメモリ、ＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤやＢＤ等の光ディスクメモリ、及び
メモリカード等をいう。また、記録媒体は、電話回線や搬送路等の通信媒体も含む概念で
ある。
【００５１】
　また、本発明の親局を構成する全て又は一部の機能ブロックは、典型的には集積回路で
あるＬＳＩ（集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパーＬＳＩ、又はウルト
ラＬＳＩ等と称される）として実現される。これらは、個別に１チップ化されてもよいし
、一部又は全部を含むように１チップ化されてもよい。
　また、集積回路化の手法は、ＬＳＩに限るものではなく、専用回路又は汎用プロセッサ
で実現してもよい。また、ＬＳＩ製造後にプログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅ
ｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ）や、ＬＳＩ内部の回路セルの
接続や設定を再構成可能なリコンフィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
　さらには、半導体技術の進歩又は派生する別の技術により、ＬＳＩに置き換わる集積回
路化の技術が登場すれば、当然その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適応等が可能性としてあり得る。
【００５２】
　また以下に、上記各実施形態で説明した発明を実際のネットワークシステムに応用した
例を示す。図９は、本発明を高速電力線伝送に適用したネットワークシステム例を示す図
である。図９では、本発明の機能を備えたモジュールを介して、パーソナルコンピュータ
、ＤＶＤレコーダ、デジタルテレビ、ホームサーバシステム等のマルチメディア機器が備
えるＩＥＥＥ１３９４のインタフェースやＵＳＢインタフェース等と電力線とを接続して
いる。これにより、電力線を媒体としたマルチメディアデータ等のデジタルデータを高速
伝送できるネットワークシステムを構築することができる。このシステムでは、従来の有
線ＬＡＮのようにネットワークケーブルを新たに設置することなく、家庭やオフィス等に
すでに設置されている電力線をそのままネットワーク回線として利用できるので、コスト
面及び設置容易の面からその利便性は大きい。
【００５３】
　上記の形態は、既存のマルチメディア機器の信号インタフェースを、電力線通信のイン
タフェースに変換するアダプタを介すことによって、既存の機器を電力線通信に適用する
例である。しかし、将来的には、マルチメディア機器が本発明の機能を内蔵することによ
り、マルチメディア機器の電源コードを介して機器間のデータ伝送が可能になる。この場
合、図９に示したように、アダプタやＩＥＥＥ１３９４ケーブルやＵＳＢケーブルが不要
になり、配線が簡素化される。また、ルータを介したインターネットへの接続や、無線／
有線ＬＡＮにハブ等を用いて接続することができるので、本発明の高速電力線伝送システ
ムを用いたＬＡＮシステムの拡張も可能である。また、電力線伝送方式では、通信データ
が電力線を介して流されるため、無線ＬＡＮのように電波が傍受されてデータが漏洩する
という問題が生じない。よって、電力線伝送方式は、セキュリティの面からのデータ保護
にも効果を有する。もちろん、電力線を流れるデータは、例えばＩＰプロトコルにおける
ＩＰｓｅｃ、コンテンツ自身の暗号化、その他のＤＲＭ方式等で保護される。
【００５４】
　このように、コンテンツの暗号化による著作権保護機能や本発明の効果（スループット
の向上、再送増加やトラフィック変動に柔軟に対応した帯域割り当て）を含めたＱｏＳ機
能を実装することによって、電力線を用いた高品質なＡＶコンテンツの伝送が可能となる
。
【産業上の利用可能性】
【００５５】
　本発明にかかる制御方法は、複数の通信システムが同一のチャネルを共有する場合等に
利用可能であり、特に送信電力制御を行うことなく簡易に通信システム間の干渉を回避し
かつ各通信システムの通信帯域のＱｏＳを保証する場合等に有用である。
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【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明が適用される通信システムの環境の一例を示した図
【図２】局の詳細な構成例を示すブロック図
【図３】通信帯域の領域分割を説明する図
【図４】本発明の第１の実施形態に係るアクセス制御方法を説明するためのタイミングチ
ャート
【図５】本発明の第１の実施形態に係るアクセス制御方法を説明するためのフローチャー
ト
【図６】ＣＳＭＡ領域を利用する手法を説明するためのシーケンス
【図７】ＣＳＭＡ領域を利用する手法を説明するためのフローチャート
【図８】本発明の第２の実施形態に係るアクセス制御方法を説明するためのタイミングチ
ャート
【図９】本発明のアクセス制御方法を高速電力線伝送に適用したネットワークシステム例
を示す図
【符号の説明】
【００５７】
１１～１３　通信システム
１１１、１２１、１３１　親局
１１２、１２２、１２３、１３２、１３３　子局
２１　帯域管理部
２２　制御部
２３　データバッファ部
２４　データ送受信部
２５　時刻タイマ部
２６　上位インタフェース部
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